
− 146 −

現代の子ども文化の中に見られる化粧の話題の分析と
保護者と保育者の化粧に関する認識

 In this study, 2 researches are done. Firstly, the analysis for makeup toy in young children’s magazine and clarified 
where makeup is position in the Japanese children’s culture. Secondly, we conducted a survey to parents with young children 
and nursery teachers and asked about their awareness on makeup for children.
 As a result, there are a lot of makeup in magazine and toys. It goes beyond pretend play and they can color eyeshadows, 
cheeks, and lipsticks in coloring sheet and there are some that they can put makeup directly on their skin. Also, more than 
70% of the children in the magazine was wearing makeup. 
 The result of the survey to the parents and nursery teachers showed that most of the children put makeup on special 
occasions such as performance and Shichigosan ceremony and many parents and nursery teachers had negative feeling 
toward makeup such as “makeup is not good for children’s body and skin”.
 It is not good to deny that children are interested in dressing up but it is not desirable that children’s cosmetics is in trend 
and accept children to put on makeup from early age as culture.
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１．緒　言

　現代の幼児向け雑誌の中には、化粧に関する話題が多く
取り上げられ、付録として子ども用のコスメが付いている
ことは珍しいことではない。また、玩具店には様々な種類
の子ども用のコスメが販売されている。さらに、テレビや
雑誌などで、化粧をした子どもが映し出される機会も増え
てきた。このような状況により、幼児にとってコスメが身
近なものとなり、化粧への憧れが強くなってきている。雑
誌に掲載されている子どもモデルのような化粧をしたいと
言い出してきかなかったり、幼稚園や保育所に化粧をして
行きたがったりするという話題について幼児を持つ保護者
から頻繁に耳にする。一方で、幼児を持つ保護者や保育者
の中には、幼児期の子どもが化粧をすることにとまどいを
感じたり、強い拒否感を抱いたりする者もいる。同じ幼稚
園に勤務する保育者間でも認識が異なり、ある保育者は子
どもが化粧をすることを容認するが、別の保育者は禁止す
るという事態も生じている。
　そこで本研究では、大きく 2 つの調査を行った。1 番目
の調査として、幼児向けの雑誌やコスメ玩具の分析を行い、
幼児がどのように化粧に触れているのか、日本の幼児文化
の中に化粧がどのように位置づけられているのかを明らか
にする。2 番目の調査として、幼児を持つ保護者と保育者
を対象にして、幼児期の子どもの化粧に関する認識を尋ね

る質問紙調査を行う。その中で、子どもはどのように化粧
をしているのかを明らかにするとともに、保護者や保育者
の持っているいかなる特性が幼児の化粧に関する拒否感に
関連しているのかを明確化する。

２．幼児向け雑誌および玩具におけるコスメの扱わ
　れ方

2. 1.　幼児向け雑誌におけるコスメの扱われ方
（1）分析対象と手続き
　 2016 年 4 月～ 2017 年 3 月に発行された主に就学前の女
児を対象としている 6 種類の雑誌、計 52 冊（5138 頁）、付
録数 55 個であった。雑誌名と冊数（頁数）は、女児の雑誌
として、ぷっちぐみ 12 冊（1318 頁）、ひめぐみ 3 冊（184 頁）、
キャラぱふぇ 7 冊（962 頁）、ピンク 6 冊（372 頁）、男女と
も読む雑誌として、たのしい幼稚園 12 冊（1158 頁）、おと
もだち 12 冊（1144 頁）であった。分析対象アイテムは、顔
に関係するもの（チーク、口紅、ファンデーション、アイ
シャドー、つけまつげなど）に限定し、ヘア化粧、マニキ
ュア、装飾品は除いた。
（2）結果と考察
　雑誌の内容を、キャラクター漫画、キャラクターぬり絵、
キャラクター製作、キャラクター紹介、まちがい探し、本
誌内容紹介、コスメ紹介、懸賞、コスメ広告、通販、映画
紹介、次号紹介、書籍紹介、他誌紹介、付録、綴込み付録、

綴込みシール、付録説明、その他の 19 項目に分
類し、コスメに関係するものが掲載されているペ
ージを計数した。
　その結果、コスメに関する内容が掲載されてい
たのは 158 頁であり、全体の 3.1％であった。19
項目の中で最も多かったのは懸賞（39 頁）であっ
た。賞品としてキャラクター玩具、キッズコスメ
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商品（子ども用のリップやチークなど、子どもが直接、肌
に塗るもの）、化粧玩具（木製やプラスチック製のコスメの
形をした玩具であり、子どもの肌に直接には塗らないもの）
などが当たるという内容であった。次に多かったのが、キ
ラリスというコスメキャラクター（しっぽが口紅の形をし
ている）やリカちゃんが登場するキャラクター漫画であっ
た（35 頁）。また、リカちゃんの友だちの「化粧が上手なつ
ばさちゃん」がしばしば登場しており、口紅、アイシャドー、
フェイスペイントの方法などが載っていた（図 1）。つばさ
ちゃん人形の懸賞もあった。
　化粧玩具の広告（16 頁）や紹介（7頁）では、ラメ入りリッ
プなどの子どもが化粧をするためのキッズコスメ商品が取
り扱われていた。その頁には派手な化粧をしている子ども
モデルが載っているものが多く、読者にとっては購買意欲
が増すことが推測された。
　幼児雑誌に特徴的であったのはキャラクターぬり絵であ
った（9 頁）。例えば、頁に大きくラプンツェルの顔が載っ

ており、そこに色鉛筆を使って、まゆげ、チーク、口紅を
塗るというものであった（図 2）。頁内には化粧の見本が示
されていた。ただし、色鉛筆ではなく、付録の「メイクぬ
りえコンパクト」を使ってぬり絵をさせるものもあった（図
3）。これらは大人が使用しているコンパクトやチップに
とてもよく似た玩具であり、この絵の具が子どもの顔など
に付着することが心配である（保護者への注意書きで保護
者の管理下で使用するように書かれている）。
　コスメに関連した付録は3個であった。１つは前述の「メ
イクぬりえコンパクト」であり、その他に「たからものボッ
クスリップペン（ケースの中の赤い口紅の形状の赤色水性
ペン）」、「ひかるおけしょうコンパクト（コンパクトの中に、
鏡、パフ、チップ、押すと光る部分がある）」の 2 つがあっ
た。リップペンは子どもが自分の唇に塗ってしまう危険性
があると思われた（注意書きはある）。
　分析対象の 5,138 頁のうち、女児の写真が載っているの
は 401 頁であった。そのうち、明らかに化粧をしていると

図 1　リカちゃん人形を取り上げる中で、化粧の仕方を紹介している頁 図 2　色鉛筆で化粧のぬり絵をする頁

図 4　化粧をした女児の写真図 3　付録の「メイクぬりえコンパクト」を用いてぬり絵をする頁
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判断された写真が載っているのは 283 頁（女児の写真のう
ちの 70 .1％）であった（図 4）。

2. 2 .  幼児向け玩具におけるコスメの扱われ方
（1）分析対象と手続き
　インターネットの大手通販サイト 2 社において「化粧＋
おもちゃ」「コスメ＋おもちゃ」「メイク＋おもちゃ」「キ
ッズコスメ」を検索ワードとして検索された玩具に目を通
した上で、東京都内の大型玩具店 3 店舗、東京おもちゃシ
ョー 2016 年、東京おもちゃショー 2017 年に行き、市場
でどのような幼児向けのコスメ玩具が販売されているのか
を観察し、玩具の分析をした。
（2）結果と考察
　販売されている幼児向けのコスメ玩具は、1）キッズコス
メ商品（実際に子どもが自分の肌や爪、髪に塗って遊ぶも
の）、2）木製あるいはプラスチック製で、見立てて遊ぶ化
粧玩具、3）ぬり絵用紙や人形に塗って遊ぶ化粧玩具の 3 つ
に分類できた。
1）キッズコスメ商品の中には、ディズニーのプリンセスシ

リーズやバービーなどのキャラクターを使用したものが
目立った。これらのキャラクターを使用した商品は、色
付きリップ（リップグロスを含む）、アイシャドー、ネイ
ル（ネイルストーン、ネイルシールを含む）、アクセサリ
ー（ティアラ、指輪）などがセットあるいは単品で売ら
れており、子どもがキャラクターになりきることができ
るように作られていた（図 5、図 6）。

　　約 7 割の商品の対象年齢は 6 歳以上となっていた。し
かし、玩具店で観察していると、購入する子どもの年齢
が対象年齢以下である（おそらく 3 ～ 5 歳）と思われるケ
ースがほとんどであり、対象年齢を確認している保護者
はいなかった。

　　また、約半数の商品に「保護者の監視のもとで遊ぶこ
と」「乳幼児の手の届かないところに保管すること」とい
う注意書きが書かれていたが、現実には保護者が監視し
ていないところで幼児が使用している可能性があると思
われる。

　　一部の商品には、化粧落としやリムーバーを用いなく
ても、水やせっけんで落ちること、子どもの肌に負担が
少ない成分を使っていることを明記していた。ただし、
すべての商品に化学物質が含まれており、あくまでも大
人のコスメよりも皮膚への負担が軽いというだけに過ぎ
ないと言える。また、国産の商品はごく一部しかなく、
ほとんどが中国や韓国で製造された輸入品であった。国
産であれば、薬事法によって感作性の強い色素などの使
用が禁止されているが、輸入品の場合にはそれらが含ま
れている危険がないとは言えない。

2）木製あるいはプラスチック製の玩具の化粧玩具は、口紅、
アイシャドー、チーク、化粧ブラシなどがポーチあるい
はドレッサーとセットになっていた。実際に肌に色を付
けることはできないが、精巧にできており、化粧をする
気分を味わうことができる内容であった（図 7）。

3）ぬり絵用紙や人形に塗って遊ぶ化粧玩具は、化粧パレッ

図 5　キッズコスメ商品 1

中身

図 6　キッズコスメ商品 2

図 8　ぬり絵用紙に塗って遊ぶ化粧玩具
図 7　木製の

化粧道具
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トに口紅、アイシャドー、チークの絵具とコスメチップ
やパフがセットされており、ぬり絵用紙や人形の顔にコ
スメチップやパフを使って色を塗っていくようになって
いた（図 8）。すべての玩具の注意書きに「肌や髪にしよ
うすることができない」と書かれていたが、幼児向け雑
誌の付録と同様に、子どもが肌に塗ってしまう危険があ
ると感じられた。なお、「玩具安全基準に適合した色素
を用いている」ことを明記する玩具が一部にあった。

３．幼児期の子どもの化粧に関する保護者、保育
者の認識

3. 1.　保護者に対する質問紙調査
（1）目的
　幼児を持つ母親を対象に、幼児期の子どもが化粧をする
ことについての認識、自分の子どもが化粧をした経験や状
況、母親自身の化粧の経験などを明らかにする。
（2）方法
①調査対象者
　埼玉県、茨城県、沖縄県で開催された幼児を持つ保護者
を対象とした講演会（それぞれの県で 1 か所ずつ）に参加し
た母親 480 名を調査対象とし、282 名から回答を得た（回
収率 59 ％）。そのうち、回答に不備のあるものを除き、
228 名の回答を分析対象とした。
②調査手続き
　任意による無記名自記式質問紙調査を行った。調査時期
は、2016 年 1 月～ 3 月であった。
③倫理的配慮
　筑波大学医学医療系医の倫理委員会の承認を得て実施し
た（承認番号 1026）。
（3）結果
①調査対象者の属性
　調査対象者の属性を表 1 に示した。調査対象者の年齢は
30 代と 40 代が 9 割以上を占めており、20 代はわずかで
あった。また、子どもは 2 人以下が 7 割以上を占めた。ま
た、女児のいる者は 63％であり、小学生以上の女児がい
る者は 26％であった。
②わが子の化粧経験
　小学生以下の女児を持つ者（n=139）を対象に、子どもが
幼児期に化粧をした経験があるかどうかを尋ねたところ、

「ある」と答えた者は 85％（118 名）と、大半を占めた。子
どもが化粧をしたことがある者に、子どもがはじめて化粧
をしたのはいつかを尋ねたところ（表 2）、3 歳と答えた者
が 7 割以上であり、その他の年齢ではごくわずかであった。
子どもがどのような時に化粧をするかを尋ねたところ（表
3）、「発表会や七五三などの特別な日」と答えた者が大半
であったが、「家の中での遊び」と回答した者も約 2 割いた。
お出かけや幼稚園、保育所にしていく子どもは非常に少な

かったことから、基本的には特別な日以外は、家の外にし
ていかない家庭がほとんどであると言える。
　子どもが化粧をする頻度を尋ねたところ（表 4）、1 年に 1、
2 日以下と答えた者が 6 割であり、1 か月に 1 回以上化粧
する子どもは 1 割に過ぎなかった。
　子どもが化粧をしたことによって生じた問題を尋ねたと
ころ、「化粧品によって皮膚に異常が発生した」と答えた者
が 2％（2 名）、「化粧が禁止されている場所（幼稚園や保
育所など）に化粧をしていきたいと駄々をこねた」2％（2
名）が挙げられたにすぎなかった。
③幼児の化粧に関する保護者の認識
　幼児期の子どもが化粧をすることについて、どの程度、

表 1　調査対象者の属性

年齢
20 代
30 代
40 代
無回答

 3％ （8 名）
 63％ （144 名）
 32％ （72 名）
 2％ （4 名）

子どもの人数

1 人
2 人
3 人
4 人以上
無回答

 24％ （55 名）
 52％ （119 名）
 14％ （32 名）
 2％ （3 名）
 8％ （19 名）

女児の有無 女児あり
女児なし

 3％ （143 名）
 37％ （ 85 名）

小学生以下の女児の有無 女児あり
女児なし

 61％ （139 名）
 39％ （89 名）

（N=228）

表 2　子どもがはじめて化粧をした年齢

2 歳  7％ （8 名）
3 歳  71％ （84 名）
4 歳  2％ （2 名）
5 歳  1％ （1 名）
6 歳  2％ （2 名）

無回答  18％ （22 名）

（n=118）

表 3　子どもはどのような時に化粧をするのか（選択式）

発表会や七五三などの特別な日  87％ （103 名）
家の中での遊び  19％ （23 名）
デパートへの買い物や外食などのお出かけ  2％ （2 名）
幼稚園や保育園に行く時  2％ （2 名）
その他  2％ （2 名）

（n=118）

表 4　子どもはどのくらいの頻度で化粧をするのか（選択式）

ほぼ毎日  1％ （1 名）
1 週間に 3、4 日程度 　　　 0
1 週間に 1、2 日程度  1％ （1 名）
1 か月に 1、2 日程度  8％ （9 名）
半年に 1、2 日以下  12％ （14 名）
1 年に 1、2 日以下  60％ （71 名）
無回答  18％ （22 名）

（n=118）
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抵抗があるかについて、「非常に抵抗がある」から「全く抵
抗がない」までの 5 段階のリッカート尺度で尋ねた（得点が
高い方が、抵抗が強いことを示す）。母親の年代（20 代、
30 代、40 代）によって抵抗感に違いがみられるかどうか
について、分散分析を用いて確認したところ（表 5）、有意
な差は認められなかった。また、子どもが化粧をする頻度

（1 か月に 1 回以上化粧をするか、1 回未満か、化粧をした
ことがないか）によって、化粧への抵抗感に違いがみられ
るかについて、分散分析を用いて確認したところ（表 6）、
有意な差が認められた。多重比較を行ったところ、1 か月
に 1 回未満の者と 1 か月に 1 回以上の者、化粧をしたこと
がない者と 1 か月に 1 回以上の者との間に、それぞれ有意
な差が認められ、1 か月に 1 回以上の化粧を子どもがして
いる者は他の群と比べて抵抗感が低いこと、1 か月に 1 回
未満の者は化粧をしたことがない者と抵抗感に違いがない
ことがわかった。
　化粧に関する意見について、どの程度賛成をするかを「非
常に賛成する」から「非常に反対する」までの 5 段階のリッ
カート尺度で尋ねた（得点が高い方が、賛成の程度が高い
ことを示す；表 7）。その結果、「化粧をして幼稚園や保育
所に行ってはいけない」と認識する傾向が強い一方で、「特
別な日に化粧をするのは問題ない」とも考える傾向がみら
れることから、幼児の化粧は、発表会や七五三などの特別
な日だけにするものであり、幼稚園や保育所などの日常の
生活ではすべきではないと考えていることが確認できた。
また、「子どもは化粧をしなくてもかわいいので化粧をす
る必要はない」と認識する傾向が強くあるために、「子ども
の身体に安全な化粧品ならば子どもに使わせてもよい」「子
どもが喜ぶならば化粧をしてもよい」「化粧後に丁寧に落
としてあげれば子どもに化粧をすることに問題はない」と
いう意見には反対であった。
　幼児の化粧に対する抵抗感に、調査対象者のどのような
認識が影響しているのかを明らかにしたいと考え、幼児が
化粧をすることへの抵抗感を目的変数とし、表 7 に示した
8 項目の認識を説明変数として、重回帰分析を行った（表
8）。なお、重回帰分析を行うにあたっては、強制投入法
を用いた。その結果、「化粧品は子どもの皮膚や身体によ
くない」という認識が化粧への抵抗感に影響を与えている
ことがわかった。

3. 2 .　保育者に対する質問紙調査
（1）目的
　幼稚園、保育所、子ども園に勤務する保育者を対象に、
幼児期の子どもの化粧に対する認識、自分が担当した子ど
もが化粧をした経験や状況、保育者自身の化粧の経験など
を明らかにする。
（2）方法

①調査対象者
　埼玉県、茨城県、沖縄県で開催された保育者を対象とし
た研修会（それぞれの県で 1 か所ずつ）に参加した女性保育
者 550 名を調査対象とし、378 名から回答を得た（回収率

表 5　母親の年齢の違いによる抵抗感

M SD F値
20 代 3.40 .548

0.75
（2,178）30 代 3.75 .974

40 代 3.60 .999

（N=228）

表 7　幼児が化粧することに関する保育者の認識

M SD
化粧をして幼稚園や保育所に行ってはいけない 4.74 0.82
子どもは化粧をしなくてもかわいいので化粧をする必
要はない 4.64 0.78

特別な日（発表会や七五三など）に化粧をするのは問
題ない 4.57 0.65

化粧品は子どもの皮膚や身体によくない 4.23 0.81
子どもの身体に安全な化粧品ならば子どもに使わせて
もよい 2.74 1.10

化粧をすることによって子どもが自信を持つことができ
るならば化粧をしてもよい 2.49 1.10

子どもが喜ぶならば化粧をしてもよい 2.48 1.02
化粧後に丁寧に落としてあげれば子どもに化粧をする
ことに問題はない 2.22 1.04

（N=228）

表6　子どもの化粧の頻度（1か月に1回以上化粧をしているか）
　による化粧に対する抵抗感

M SD F値
1か月に1回以上 2.50 0.85 12.21**

（2,123）
1か月に1回未満＞1か月に1回以上

化粧経験なし＞1か月に1回以上
1か月に1回未満 3.82 0.95

化粧経験なし 4.11 0.69

（n=139）（小学生以下の女児がいる家庭のみ）

**p<0.01

表 8　幼児が化粧することに関する認識と抵抗感の関係
（重回帰分析の結果）

β
化粧品は子どもの皮膚や身体によくない  .470**

子どもが喜ぶならば化粧をしてもよい  –.145* 
特別な日（発表会や七五三など）に化粧をするのは問題
ない  –.600 

化粧をして幼稚園や保育園に行ってはいけない  –.035 
子どもは化粧をしなくてもかわいいので化粧をする必要は
ない  –.147* 

子どもの身体に安全な化粧品ならば子どもに使わせてもよ
い  –.172* 

化粧後に丁寧に落としてあげれば子どもに化粧をすること
に問題はない  –.095 

化粧をすることによって子どもが自信を持つことができるな
らば化粧をしてもよい  .117 

R2 0.44**

**p<0.01、*p<0.05
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69％）。そのうち、回答に不備のあるものを除き、357 名
の回答を分析対象とした。
②調査手続き
　任意による無記名自記式質問紙調査を行った。調査時期
は、2016 年 1 月～ 3 月であった。
③倫理的配慮
　筑波大学医学医療系医の倫理委員会の承認を得て実施し
た（承認番号 1026）。
（3）結果
①調査対象者の属性
　調査対象者の属性を表 9 に示した。年齢は 20 代が最も
多かった。また、所属は保育所（私立、公立）が多かった。
子どもがいる者は 36%のみであった。
②担当した子どもの化粧経験
　これまでに担当したクラスの子どもが化粧をして登園し
た経験の有無を尋ねたところ、「化粧をしてきた子どもが
いる」と答えた者は 13%（48 名）であった。化粧をしてき
た子ども（担当した子どもの中で化粧をしてきた子どもが
複数いた場合には、最も化粧をする頻度が高い子ども）が
どれぐらいの頻度で化粧をしてきたのかを尋ねたところ

（表 10）、「頻繁に化粧をしてきた」と答えた者はわずかで
あり、数回程度にとどまっていた。化粧の内容を尋ねたと
ころ（表 11）、口紅（色付きリップを含む）が最も多かった。
　子どもがどのような時に化粧をしてきたのかを尋ねたと
ころ（表 12）、半数は「特に理由はわからない」と答えたが、

「発表会などの園の行事の日」「子どもが自分用の化粧道具
を買ってもらった後」の回答があった。
③幼児が化粧することに関する保育者の認識
　幼児期の子どもが化粧をすることについて、どの程度、
抵抗があるかについて、「非常に抵抗がある」から「全く抵
抗がない」までの 5 段階のリッカート尺度で尋ねた。保育
者の年代（20 代、30 代、40 代、50 代、60 代以上）によっ
て抵抗感に違いが見られるかどうかについて、分散分析を
用いて確認したところ（表 13）、有意な差が認められた。
残差分析をした結果、40 代以上の保育者は、20 代の保育
者と比べて抵抗感が有意に強いこと、50 代以上の保育者
は 30 代以上の保育者よりも抵抗感が有意に強いことを確
認した。つまり、保育者の年齢が高いと抵抗感がより強く
表れると言える。
　化粧に関する意見について、どの程度賛成をするかを「非
常に賛成する」から「非常に反対する」までの 5 段階のリッ
カート尺度で尋ねた（表 14）。その結果、「子どもは化粧を
しなくてもかわいいので化粧をする必要はない」「化粧品
は子どもの皮膚や身体によくない」という認識が強く、「化
粧をすることによって子どもが自信を持つことができるな
らば化粧をしてもよい」「化粧後に丁寧に落としてあげれ
ば子どもに化粧をすることに問題はない」という意見には

表 9　調査対象者の属性

年齢

20 代
30 代
40 代
50 代
60 代以上
無回答

 44％ （158 名）
 20％ （71 名）
 14％ （49 名）
 19％ （66 名）
 2％ （9 名）
 1％ （4 名）

所属

公立幼稚園
公立保育所
公立こども園
私立幼稚園
私立保育所
私立こども園
無回答

 9％ （31 名）
 18％ （64 名）
 3％ （10 名）
 14％ （52 名）
 39％ （140 名）
 10％ （36 名）
 7％ （24 名）

保育歴 12.12（± 11.39）

子どもの有無

子どもあり
（女児あり）

 36％ （129 名）
 （23％ （93 名））

子どもなし
無回答

 62％ （222 名）
 （2％ （6 名））

（N=357）

表 10　担当した子どもの化粧の頻度（選択式）

頻繁に化粧をしてきた  6％ （3 名）
時々化粧をしてきた  32％ （15 名）
1、2 回だけ化粧をしてきた  52％ （25 名）
その他  4％ （2 名）
無回答  6％ （3 名）

（n=48）（化粧をして登園した子どもを担当した者のみ）

表 11　担当した子どもの化粧の内容（選択式）

口紅（色付きリップを含む）  81％ （39 名）
チーク  29％ （14 名）
アイシャドー  15％ （7 名）
その他  23％ （11 名）

（n=48）（化粧をして登園した子どもを担当した者のみ）

表 12　担当した子どもはどのような時に化粧をしたか（選択式）

発表会などの園の行事の日  23％ （11 名）
子どもが自分用の化粧道具を買ってもらっ
た後  19％ （9 名）

子どもが家族と外出した翌日  13％ （6 名）
特に理由はわからない  50％ （24 名）
その他  13％ （6 名）

（n=48）（化粧をして登園した子どもを担当した者のみ）

表 13　保育者の年齢の違いによる化粧に対する抵抗感

M SD F値
20 代 3.74 0.94

15.12**
（4,333）

40代＝ 50 代＝ 60 代以上＞ 20 代
50 代＝ 60 代以上＞ 30 代

30 代 3.88 0.93

40 代 4.32 0.89

50 代 4.63 0.73

60 代以上 4.88 0.35

（N=357）

**p<0.01
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賛同しない傾向がみられた。
　幼児が化粧することへの抵抗感には、保育者のどのよう
な認識が影響しているのかを明らかにしたいと考え、幼児
が化粧をすることへの抵抗感を目的変数とし、表 14 に示
した 8 項目の認識を説明変数として、重回帰分析を行った

（表 15）。なお、重回帰分析を行うにあたっては、強制投
入法を用いた。その結果、母親と同様、「化粧品は子ども
の皮膚や身体によくない」という認識が化粧への抵抗感に
影響を与えていることがわかった。逆に、「子どもが喜ぶ
ならば化粧をしてもよい」と考えることは、抵抗感を弱め
ることに影響することを確認した。

４．総　括

　本研究の結果より、幼児向け雑誌や玩具の中にコスメが
多く取り入れられており、化粧のまねをする遊びを超えて、
ぬり絵などで子どもが口紅やアイシャドー、チークの塗り
方を体験できるようになっていたり、直接、子どもが肌に
塗って遊ぶことができるようになったりできるようになっ
ていた。また、雑誌に登場する子どもの 7 割以上が化粧を
していた。このように、キッズコスメが子どもの日常に近

表 14　幼児が化粧することに関する保育者の認識

M SD
子どもは化粧をしなくてもかわいいので化粧をする必
要はない 4.74 0.62

化粧をして幼稚園や保育園に来てはいけない 4.39 1.06

化粧品は子どもの皮膚や身体によくない 4.39 0.84
特別な日（発表会や七五三など）に化粧をするのは問
題ない 4.15 0.94

子どもの身体に安全な化粧品ならば子どもに使わせて
もよい 2.47 1.14

子どもが喜ぶならば化粧をしてもよい 2.32 1.12
化粧をすることによって子どもが自信を持つことができ
るならば化粧をしてもよい 2.23 1.06

化粧後に丁寧に落としてあげれば子どもに化粧をする
ことに問題はない 2.09 1.02

（N=357）
表 15　幼児が化粧することに関する認識と抵抗感の関係

（重回帰分析の結果）
β

化粧品は子どもの皮膚や身体によくない  0.35** 

子どもが喜ぶならば化粧をしてもよい  –0.24** 
特別な日（発表会や七五三など）に化粧をするのは問
題ない  –0.01 

化粧をして幼稚園や保育園に来てはいけない  0.15 
子どもは化粧をしなくてもかわいいので化粧をする必要は
ない  0.01 

子どもの身体に安全な化粧品ならば子どもに使わせても
よい  –0.12* 

化粧後に丁寧に落としてあげれば子どもに化粧をすること
に問題はない  –0.14* 

化粧をすることによって子どもが自信を持つことができる
ならば化粧をしてもよい  0.01 

R2  0.46** 

**p<0.01、*p<0.05

い存在になってきたと言える。
　ただし、保護者および保育者の調査結果より、大半の子
どもは、発表会や七五三などの特別な行事に限って化粧し
ており、日常の遊びの中で化粧をしているケースは少数で
あることが確認できた。このことは、保護者も保育者も「化
粧品は子どもの皮膚や身体によくない」と考え、幼児が化
粧をすることに否定的であったことが大いに関係している
と思われる。つまり、子どもが雑誌や玩具から影響を受け
て化粧に憧れを抱いても、多くの家庭では、大人が日常に
取り入れることを制止しているのであろう。
　子どもがおしゃれに関心を持つことを否定してはいけな
い。しかし、雑誌や玩具でキッズコスメの流行を作り、年
齢が早い時期から子どもが化粧をすることを容認する文化
を作ることは望ましいことではない。幼児期の子どもは母
親や保育者のまねをしたがり、化粧やファッションなどを
大人と同じようにやることで、大人の仲間入りをしたとい
う感覚を抱く。しかし、子どもには、キッズコスメをする
ことで皮膚や身体に支障が生じる可能性があるとは考えに
くく、大人と同じようにできるのであれば、当然ながらや
りたいと考えてしまう。子どもが喜ぶからと言って、雑誌
や玩具でキッズコスメ商品を開発し、進めていくことに警
鐘を鳴らしていく必要性があると考える。


